
改正派遣法の基づくマージン率の公開 

 

 

平成２４年１０月１日施行、「改正労働者派遣法」第２３条５項より、派遣元事業主（当社）は、毎事業年度

終了後に、『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と、派遣労働者に支払う賃金の差額の割合（マー

ジン率）』を以下の通り、公開します。 

 

記 

マージン率計算式  （派遣料金の平均額－派遣労働者賃金の平均額）÷派遣料金の平均額 （％） 

事業年度の期間       ２０２１年１０月１日 ～ ２０２２年９月３０日 

報告事業所         本社 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3-2600 

派遣労働者の数       23 名 

派遣先の数         9 事業所 

マージン率         ４３．２％ 

派遣料金１人当たりの平均額 ３５，３７２円（１人１日８時間換算） 

派遣社員の賃金の平均額   ２０，０９１円（１人１日８時間換算） 

福利厚生          社会保険、定期健康診断、有給休暇、産前産後・育児・介護休暇、 

              資格取得 

教育訓練          安全衛生に係る教育、プラント試運転実務に係る教育、 

コンプライアンス教育、キャリアアップ教育   計３０５時間 

 


